
近隣市における緊急通報システム事業に係る利用条件、利用対象者区分及び市負担額 資料３

入間市 狭山市 飯能市 所沢市 日高市

利用条件

・身体障害者手帳１・２級の所持者で、ひとり暮らしまた
は日中独居の方
・６５歳以上の方で、心身の状況により日常生活を営むう
えで常時注意を要するひとり暮らしまたは日中独居の方
・７５歳以上の方で、ひとり暮らしまたは日中独居（日中
７５歳以上の世帯を含む）の方
・同居者全員が７５歳以上の方

・身障１・２級でひとり暮らし
・６５歳以上で心身状況により
常時注意を要するひとり暮らし
の方、６５歳以上の世帯に属す
る又は同居者の就労等によりこ
れらに準ずる方
・７５歳以上の世帯

・６５歳以上のひとり暮らしで、心身の状況に
より、緊急を要する事態が発生する可能性が認
められる方
・６５歳以上のみの2人世帯で、心身の状況によ
り、緊急を要する事態が発生する可能性がある
と認められ、かつ、同居者が寝たきりまたは認
知症の状態にある者
・身障１・２級のひとり暮らしの方

(１)　６５歳以上の高齢者であって、慢性的な疾病による
突発的な症状の変化等が予測され日常生活を営む上で常時
注意が必要なもの
(２)　身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障
害の程度が１級又は２級に該当するもの
(３)　同居人がいない者
(４)　同居人がいるが次のいずれかに該当する者
ア　一日の大半を一人で過ごしていること。
イ　同居人が３か月以上の入院を要する状態であること。
ウ　同居人が介護保険法（平成９年法律第123号）により
要介護４又は５と認定された者であること。
エ　同居人が身体障害者手帳の交付を受けた者であってそ
の障害の程度が１級若しくは２級に該当するもの、精神障
害者保健福祉手帳の交付を受けた者であってその障害の程
度が１級若しくは２級に該当するもの又は療育手帳の交付
を受けた者であってその障害の程度が若しくはＡに該当す
るものであること。

(１)　６５歳以上の者のひとり暮らし
世帯（６５歳未満の者のひとり暮らし
世帯であっても特に必要があると認め
られるものを含む。）で、
当人が身体上慢性疾患等により日常生
活上注意を要する状態にあるもの
(２)　６５歳以上の者のみの２人世帯
（一方が６５歳未満の者の２人世帯で
あっても特に必要があると認められる
ものを含む。）で、
どちらか一方が寝たきり又は認知症
（介護保険法（平成９年法律第123号）
第５条の２に規定する認知症をい
う。）の状態にあり、
かつ、他方が身体上慢性疾患等により
日常生活上注意を要する状態にあるも
の
(３)　重度身体障害者のみの世帯及び
これに準ずる世帯で、当人が身体上慢
性疾患等により日常生活上注意を要す
る状態にあるもの

利用対象者
区分

区分１：生活保護
区分２：ひとり暮らし140万円以下
区分３：ひとり暮らし200万円以下
区分４：非課税
区分５：課税

区分１：生活保護
区分２：非課税
区分３：課税

区分１：生活保護
区分２：非課税世帯
区分３：課税世帯内で本人が非課税
区分４：課税で210万円以下
区分５：課税で210万円以上420万円未満
区分６：課税で420万円以上

区分A：生活保護・非課税・市民税85,000円未満
区分B：市民税85,000円以上
　　　（上記利用条件（４）アに該当する者を除く。）
区分C：市民税85,000円以上
　　　（上記利用条件（４）アに該当する者に限る。）

無

市負担額
　（月額）

市負担額
区分１
機器の設置工事費：全額、月の維持管理費：1,900円
区分２
機器の設置工事費：全額、月の維持管理費：1,425円
区分３
機器の設置工事費：全額、月の維持管理費：1,425円
区分４
機器の設置工事費：半額、月の維持管理費：　950円
区分５
機器の設置工事費：0円、月の維持管理費：　　 0円

市負担額
区分１：2,000円
区分２：1,800円
区分３：1,600円

市負担額　非公表 市負担額　非公表 市負担額　非公表

入間市は、近隣の所沢市、飯能市、狭山市、日高市とともに、「埼玉県西部地域まちづくり協議会（以下、「ダイア５市」という。）」を組織している。
ダイヤ５市の状況


